
 

令和５年度  

第 1 回秋田地方最低賃金審議会 

議事次第及び資料項目 

 

令和５年７月４日（火曜日） 

秋田合同庁舎 第１会議室（５階） 

 

次 第 

１ 開 会 

２ 議 題 

   (１) 会長及び会長代理の選出等について  

   (２) 令和５年度秋田県最低賃金の改正決定の諮問について  

   (３) 令和５年度審議方針について 

    (４) 令和５年度審議日程について  

    (５) その他 

      

資 料 

番号                                        頁  

１ 秋田地方最低賃金審議会委員名簿(第 50 期)  １ 

２ 令和５年度の最低賃金の政府方針（閣議決定）  ３ 

３ 令和５年度審議方針(案) ５ 

４ 令和５年度審議会等開催予定（素案） ７ 

５ 令和５年度答申日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金）  ９ 

６ 秋田地方最低賃金審議会運営規程（案） 11 

７ 秋田地方最低賃金審議会専門部会運営規程（案）  13 

８ 

９ 

秋田地方最低賃金審議会の公開に関する事務処理要領（案）  

秋田地方最低賃金審議会運営小委員会運営要領  

17 

23 

10 関係する法条項等  25 

 





　　　　　　　　　　　　　　　　　＊５０音順

区　分 氏    　名

伊
　い　　とう

 藤　慎
しん　いち

 一 秋田大学産学連携推進機構　准教授

臼
うす　　き　　　　とも　あき

 木　智 昭 秋田大学教育文化学部　教授

嵯
さ

　 峨
が

　　宏
ひろし

弁護士

長
なが　　き　　　かず　ゆき

 岐　和 行 弁護士

堀
 ほり　　　   い　　　　　じゅん

　 井　  潤 特定社会保険労務士

井
いの  うえ

 上　正
まさ   かつ

 克 UAゼンセン　秋田県支部長

小
  こ      だま

 玉　恵
けい    こ

 子 自動車総連秋田地方協議会　日産プリンス秋田販売労働組合

後
  ご     とう　　　　まさ    ふみ

 藤　 正 文 ＪＡＭ秋田　事務局長

佐
  さ      とう　　　　しん   ゆき

 藤　 伸 幸 連合秋田　組織部長

佐
  さ     ぬき

 貫　さおり UAゼンセン秋田県支部　イオン東北労働組合

小
  お      の

 野　秀
ひで     と

 人 （一社）秋田県経営者協会　専務理事

境
さかい

 田
　だ

　未
  み

 希
　き

（株）境田商事　取締役

佐
  さ      とう

 藤　宗
むね     き

 樹 (株)ホクシンエレクトロニクス　代表取締役社長

時
 とき     た

 田　祐
ゆう      じ

 司 時田電機工業（株）　代表取締役社長

若
わか  いずみ　ひろ   あき

 泉　裕 明 東電化工業（株）　代表取締役社長

任　　　期 　令和５年４月１日～令和７年３月31日

秋田地方最低賃金審議会委員名簿（第５０期）

◎会長　　○会長代理

現　　　　　　　　　　　　　　　職

公
益
代
表

労
働
者
代
表

使
用
者
代
表

-1-

sasakiysnr
フリーテキスト
 資料1



-2-



令
和
５
年
度
の
最
低
賃
金
の
政
府
方
針
（閣

議
決
定
）

経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
2
0
2
3
（
令
和
５
年
６
月
1
6
日
閣
議
決
定
）
（
抄
）

第
２
章

新
し
い
資
本
主
義
の
加
速

１
．
三
位
一
体
の
労
働
市
場
改
革
に
よ
る
構
造
的
賃
上
げ
の
実
現
と
「
人
へ
の
投
資
」
の
強
化
、
分
厚
い
中
間
層
の
形
成

（
家
計
所
得
の
増
大
と
分
厚
い
中
間
層
の
形
成
）
（
略
）

中
小
企
業
等
の
賃
上
げ
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
賃
上
げ
税
制
や
補
助
金
等
に
お
け
る
賃
上
げ
企
業
の
優
遇
等
の
強
化
を
行
う
。
そ

の
際
、
赤
字
法
人
に
お
い
て
も
賃
上
げ
を
促
進
す
る
た
め
、
課
題
を
整
理
し
た
上
で
、
税
制
を
含
め
て
更
な
る
施
策
を
検
討
す
る
。
さ
ら

に
、
各
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
賃
上
げ
原
資
と
な
る
付
加
価
値
の
増
大
を
図
り
、
マ
ー
ク
ア
ッ
プ
率
を
高
め
る
と
と
も
に
、
付
加

価
値
の
適
切
な
分
配
を
促
進
す
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
や
原
材
料
費
の
み
な
ら
ず
、
賃
上
げ
原
資
の
確
保
も
含
め
て
適
切
な
価
格

転
嫁
が
行
わ
れ
る
よ
う
取
引
適
正
化
の
促
進
を
強
化
す
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
特
に
労
務
費
の
転
嫁
状
況
に
つ
い
て
業
界
ご
と
に
実
態

調
査
を
行
っ
た
上
で
、
労
務
費
の
転
嫁
の
在
り
方
に
つ
い
て
指
針
を
年
内
に
ま
と
め
る
。
ま
た
、
業
界
団
体
に
自
主
行
動
計
画
の
改
定
・

徹
底
を
求
め
る
ほ
か
、
「
価
格
交
渉
促
進
月
間
」
の
取
組
や
価
格
交
渉
の
支
援
を
行
う
。

最
低
賃
金
に
つ
い
て
は
、
昨
年
は
過
去
最
高
の
引
上
げ
額
と
な
っ
た
が
、
今
年
は
全
国
加
重
平
均
1
,0
0
0
円
を
達
成
す
る
こ
と
を
含
め
て
、

公
労
使
三
者
構
成
の
最
低
賃
金
審
議
会
で
、
し
っ
か
り
と
議
論
を
行
う
。
ま
た
、
地
域
間
格
差
に
関
し
て
は
、
最
低
賃
金
の
目
安
額
を
示

す
ラ
ン
ク
数
を
４
つ
か
ら
３
つ
に
見
直
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
地
域
別
最
低
賃
金
の
最
高
額
に
対
す
る
最
低
額
の
比
率
を
引

き
上
げ
る
等
、
地
域
間
格
差
の
是
正
を
図
る
。
今
夏
以
降
は
、
1
,0
0
0
円
達
成
後
の
最
低
賃
金
引
上
げ
の
方
針
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
資
本

主
義
実
現
会
議
で
議
論
を
行
う
。

新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
及
び
実
行
計
画
2
0
2
3
改
訂
版
（
令
和
５
年
６
月
1
6
日
閣
議
決
定
）
（
抄
）

Ⅲ
．
人
へ
の
投
資
・構

造
的
賃
上
げ
と
「
三
位
一
体
の
労
働
市
場
改
革
の
指
針
」

（
７
）
多
様
性
の
尊
重
と
格
差
の
是
正

①
最
低
賃
金

最
低
賃
金
に
つ
い
て
、
昨
年
は
過
去
最
高
の
引
上
げ
額
と
な
っ
た
が
、
本
年
は
、
全
国
加
重
平
均
1
,0
0
0
円
を
達
成
す
る
こ
と
を
含
め
て
、
公
労
使
三
者

構
成
の
最
低
賃
金
審
議
会
で
、
し
っ
か
り
と
議
論
を
い
た
だ
く
。

ま
た
、
最
低
賃
金
の
地
域
間
格
差
に
関
し
て
は
、
最
低
賃
金
の
目
安
額
を
示
す
ラ
ン
ク
数
を
４
つ
か
ら
３
つ
に
見
直
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
地
域

別
最
低
賃
金
の
最
高
額
に
対
す
る
最
低
額
の
比
率
を
引
き
上
げ
る
等
、
地
域
間
格
差
の
是
正
を
図
る
。

本
年
夏
以
降
は
、
1
,0
0
0
円
達
成
後
の
最
低
賃
金
引
上
げ
の
方
針
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
資
本
主
義
実
現
会
議
で
、
議
論
を
行
う
。
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令 和 ５ 年 度 審 議 方 針 （ 案 ） 

 

                      秋田地方最低賃金審議会  

 

 本審議会は、最低賃金法第１条の目的の達成のため、低賃金の労働者層に対

する安全網の機能強化と労使の取組への補完等を目指した改正最低賃金法の趣

旨、最近の各種統計資料や労使の意見聴取等により的確に把握した秋田県の経

済環境と賃金実態、並びに中央最低賃金審議会の審議状況及びその意見を踏ま

えて、主体的な意見を取りまとめることを期し、円滑な調査審議を進めるため

令和５年度審議方針を次のように定める。  

  

１ 審議の効率化  

（１）審議会の運営等  

  ア 本審及び専門部会のほか、各側及び各側相互において必要に応じ随時

意見を交換し、県内の産業経済・賃金水準の動向等実情把握に努力する

こと。  

  イ 必要に応じ合同専門部会を開催すること。  

  ウ 各側は、できる限り審議が長時間に及ぶことのないよう努力すること。 

    審議は、原則として午後５時までとし、やむを得ない場合でも午後８

時頃までに終了すること。  

  エ 各専門部会において、各側の出席委員全員の意思が一致した場合は、

最低賃金審議会令第６条第５項を適用すること。  

  オ 審議の実質的促進を図り、発効日を早めるように努力すること。  

（２）資料整備及び意見聴取等  

   各専門部会が必要と認める場合は、賃金の実態及び動向を的確に把握で

きるような資料を求めるとともに、意見聴取等を行うこと。  

 

２ 除外賃金  

  精皆勤手当、通勤手当、家族手当の３手当は、最低賃金の対象となる賃金

から除外すること。  

 

３ 最低賃金額の設定様式  

  適用地域については、全県一本とすること。  
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月 月

 日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 曜日 日

1 木 土 火
第２回本審（目安伝達）
第１回地賃専門部会

金 日 　 木 1

2 金 日 　 水 土 月 金 2

3 土 月 木 　 日 火 土 3

4 日 火 第１回本審（諮問） 金 第２回地賃専門部会 月 水 日 4

5 月 水 土 　 火 木 月 5

6 火 木 日 水 金 火 6

7 水 金 月
第３回地賃専門部会
第３回本審（答申）
(10月１日発効期限)

木 土 水 7

8 木 土 火 予備日 金 日 　 木 8

9 金 日 水 土 月 スポーツの日 金 9

10 土 月 木 日 火 土 10

11 日 火 金 山の日 月 　 水 日 建国記念の日 11

12 月 第１回公益委員会議 水 第２回目安小委 土 火 木 月 振替休日 12

13 火 木 日 水 金 火 13

14 水 金 月 木 土 水 14

15 木 土 火 金 日 木 15

16 金 日 水 土 月 金 16

17 土 月 海の日 木 日 火 土 17

18 日 火 金 月 　　　　敬老の日 水 日 18

19 月 水 土  火 木 月 19

20 火 木 第３回目安小委 日

　

水 金 火 20

21 水 金 月 木 　 土 水 21

22 木 土 火
8/7答申　異議申出
締切

金 日 木 22

23 金 日 水
第１回特別小委員会
第４回本審（異議審・特
賃諮問）

土 秋分の日 月 金 天皇誕生日 23

24 土 月 木 予備日 日 火 土 24

25 日 火 金 月 　 水 日 25

26 月 水 第４回目安小委 土 火 木 月 26

27 火 木 日 水 金 火 27

28 水 金
第２回中賃・答申
(第４回でまとまらなかった
場合　第５回目安小委)

月 木 土 水 28

29 木 土 火 金 日 木 29

30 金
第１回中賃
第１回目安小委

日 　 水 土 月 30

31 月
(第５回が開催された場
合　第２回中賃・答申)

木 火 31

令和５年度　最賃審議会等開催予定（素案）
６　月 ７　月 ８　月 ９　月 １０　月 ６　年　２　月

第２回公益
委員会議

第１回特定
最賃専門部
会（合同）

第２回特定最
賃専門部会

第２回特定最
賃専門部会

第３回、第４
回特定最賃
専門部会

第５回本審
（総括等）

３月第１週
までを目途
に開催
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15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

8月1日（火） 8月16日（水） 8月17日（木） 8月28日（月） 9月27日（水）

8月2日（水） 8月17日（木） 8月18日（金） 8月29日（火） 9月28日（木）

8月3日（木） 8月18日（金） 8月21日（月） 8月30日（水） 9月29日（金）

8月4日（金） 8月21日（月） 8月22日（火） 8月31日（木） 9月30日（土）

8月5日（土） 8月21日（月） 8月22日（火） 8月31日（木） 9月30日（土）

8月6日（日） 8月21日（月） 8月22日（火） 8月31日（木） 9月30日（土）

8月7日（月） 8月22日（火） 8月23日（水） 9月1日（金） 10月1日（日）

8月8日（火） 8月23日（水） 8月24日（木） 9月4日（月） 10月4日（水）

8月9日（水） 8月24日（木） 8月25日（金） 9月5日（火） 10月5日（木）

8月10日（木） 8月25日（金） 8月28日（月） 9月6日（水） 10月6日（金）

8月11日（金） 8月28日（月） 8月29日（火） 9月7日（木） 10月7日（土）

8月12日（土） 8月28日（月） 8月29日（火） 9月7日（木） 10月7日（土）

8月13日（日） 8月28日（月） 8月29日（火） 9月7日（木） 10月7日（土）

8月14日（月） 8月29日（火） 8月30日（水） 9月8日（金） 10月8日（日）

8月15日（火） 8月30日（水） 8月31日（木） 9月11日（月） 10月11日（水）

8月16日（水） 8月31日（木） 9月1日（金） 9月12日（火） 10月12日（木）

8月17日（木） 9月1日（金） 9月4日（月） 9月13日（水） 10月13日（金）

8月18日（金） 9月4日（月） 9月5日（火） 9月14日（木） 10月14日（土）

8月19日（土） 9月4日（月） 9月5日（火） 9月14日（木） 10月14日（土）

8月20日（日） 9月4日（月） 9月5日（火） 9月14日（木） 10月14日（土）

8月21日（月） 9月5日（火） 9月6日（水） 9月15日（金） 10月15日（日）

8月22日（火） 9月6日（水） 9月7日（木） 9月19日（火） 10月19日（木）

8月23日（水） 9月7日（木） 9月8日（金） 9月20日（水） 10月20日（金）

8月24日（木） 9月8日（金） 9月11日（月） 9月21日（木） 10月21日（土）

8月25日（金） 9月11日（月） 9月12日（火） 9月22日（金） 10月22日（日）

8月26日（土） 9月11日（月） 9月12日（火） 9月22日（金） 10月22日（日）

8月27日（日） 9月11日（月） 9月12日（火） 9月22日（金） 10月22日（日）

8月28日（月） 9月12日（火） 9月13日（水） 9月25日（月） 10月25日（水）

8月29日（火） 9月13日（水） 9月14日（木） 9月26日（火） 10月26日（木）

8月30日（水） 9月14日（木） 9月15日（金） 9月27日（水） 10月27日（金）

8月31日（木） 9月15日（金） 9月19日（火） 9月28日（木） 10月28日（土）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(日)発効とするためには、８月７日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

令和５年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(日)発効とするためには、８月７日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切日

官総持込日
（14:00まで）

官報公示日 発効
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秋田地方最低賃金審議会運営規程（案） 

（昭和３４年１２月１７日審議会決定） 
（平成  ８年  ３月１８日  一部改正） 
（平成１０年  ３月  ５日  一部改正） 
（平成１３年  ８月２７日  一部改正） 
（平成１４年  ５月１３日  一部改正） 
（平成２２年  ７月  ５日  一部改正） 
（令和  ３年  ６月３０日  一部改正） 
（令和  ５年  ７月  ４日  一部改正） 

（規程の目的） 

第１条  秋田地方最低賃金審議会（以下 「審議会」 という。）の議事運営は、最低賃金法及び最低賃金審議会

令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（会議の招集） 

第２条  審議会の会議（以下  「会議」 という。）は、秋田地方最低賃金審議会会長（以下  「会長」 という。）が必

要と認めたときのほか、秋田労働局長（以下  「局長」 という。）又は５人以上の委員、若しくは労働者代表委員、

使用者代表委員及び公益を代表する委員各１名を含む３人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招

集する。ただし、会長が選任されるまでは、局長が招集する。 

２  前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及び希望期日を、少なく

とも当該期日の１週間前までに、会長に通知しなければならない。 

３  会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか少なくとも３日前までに、付議事項、日

時及び場所を委員及び局長に通知する。 

（小委員会） 

第３条  会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、又は細目にわたる審議を行うため、

委員を指名して小委員会を設けることができる。 

（委員の欠席） 

第４条  委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を会長に適当な方法で通知し

なければならない。 

２  委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に適当な方法で通知しなければ

ならない。 

（会議の議事） 

第５条  会長は会議の議長となり、議事を整理する。 

２  委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けなければならない。 

３  審議会は、会長が必要があると認めるときには、委員でない者の説明または意見を聴くことができる。  

（会議の公開） 

第６条  会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがあ

る場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は会議を非公開とすることができる。  

２  会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなどの必要な措置をとることができる。  

（議事録及び議事要旨） 

第７条  会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、会長及び会長が指名した委員２名が署名するも

のとする。 

２  議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼ

すおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は議事録及び会議の資料の一

部又は全部を非公開とすることができる。 

３  議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

４  前３項の規定は、小委員会について準用する。 

（意見及び建議の提出） 

第８条  会長は、審議会が議決を行ったときには、答申書、建議書又は議決書の写しを付してその都度局長に送

付するものとする。 

（小委員会の運営） 

第９条  この規程に定めるもののほか、小委員会の議事運営に関し必要な事項は、小委員会の長が当該小委員

会に諮って定める。 

（規程の改廃） 

第 10 条  この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

付  則 

この改正規程は、令和３５年６７月３０４日から施行する。 
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秋 田 地 方 最 低 賃 金 審 議 会  

専 門 部 会 運 営 規 程 （案） 

 

（平成  ７年  ５月１２日審議会決定） 
（平成  ８年  ３月１８日  一部改正） 
（平成１０年  ３月  ５日  一部改正） 
（平成１３年  ８月２７日  一部改正） 
（平成１４年  ５月１３日  一部改正） 
（令和  ３年  ６月３０日  一部改正） 
（令和  ５年  ７月  ４日  一部改正） 

（規程の目的） 

第１条  秋田地方最低賃金審議会に設置する専門部会（以下 「専門部会」 という。）の議事運営は、

最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（名称） 

第２条  専門部会には、それぞれの担当する最低賃金の件名を冠する。 

（委員の定数） 

第３条  専門部会は、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する

委員各３人をもって組織する。 

（会議の招集） 

第４条  専門部会の会議（以下 「会議」 という。）は、各専門部会の部会長（以下  「部会長」 という。）

が必要と認めたときのほか、秋田労働局長（以下  「局長」 という。）又は３人以上の委員から開催の

請求があったとき、部会長が招集する。ただし、第１回会議は、局長が招集する。 

２  前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及び希望期

日を少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知しなければならない。 

３  部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか少なくとも３日前までに

付議事項、日時及び場所を委員及び局長に通知する。 

（委員の欠席） 

第５条  委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を部会長に適当な

方法で通知しなければならない。 

２  委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ部会長に適当な方法で

通知しなければならない。 

（会議の議事） 

第６条  部会長は会議の議長となり、議事を整理する。 

２  委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けなければならない。 

３  専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができ

る。 

  （会議の公開） 

第７条  会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報保護に支障を及ぼすお

それがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を

非公開とすることができる。 

２  部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることが

できる。 

  （議事録及び議事要旨） 

第８条  会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長が指名した委員
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２名が署名するものとする。 

２  議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開とすることにより、個人情報の保護

に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある

場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、

部会長は、議事録及び会議の資料の一部又は全部を非公開とすることができる。 

３  議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

（報告） 

第９条  部会長は、専門部会が議決を行ったときは、その都度、秋田地方最低賃金審議会に報告す

るものとする。 

（雑則） 

第 10条  この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門部会の議決に基づ

いて行う。 

（規程の改廃） 

第 11 条  この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。 

 

付  則 

この規程は、令和３５年６７月３０４日から施行する。 
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秋田地方最低賃金審議会の公開に関する事務処理要領（案） 

 

                      秋 田 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

                       

１ 傍聴の公示、定員等 

  ① 審議会傍聴の公示は、原則として開催日の 10日前に、秋田労働局掲示板に 別

添１により公示を行う。 

  ② 傍聴人数は、若干名とする。 

  ③ 傍聴希望者が多数の場合には、予め抽選し傍聴人を決定する。 

 

２ 傍聴人の整理等 

① 傍聴人に対して、「審議会傍聴に当たっての留意事項」（別添２）を配付し説明

を行う。その際、留意事項に反している者に対しては、その行為の中止を求め、

当該行為を中止しない等留意事項の遵守が困難であると認められる場合は、入場

を制限する。 

② 会場内において、留意事項に反する行為を行う者に対しては、会長及び事務局

職員が口頭で注意する。それでも当該行為を中止しない場合には、会場外へ退去

命令を行う。 

  ③ 傍聴人が退去命令に従わない場合は、施設管理者に通報する。 

 

３ 傍聴人が意見の陳述を求めた場合の対応 

① 最低賃金審議会の場であり、委員以外のものが意見を陳述することは認められ

ない旨回答する。 

② その際、必要に応じて、意見の聴取の手続き（最賃法第 25 条第５項、６項、

最賃則第 11条第１項）について説明する。 

 

４ 報道関係者への対応 

  ① 報道関係者からの照会に対しては、審議会の概要について事務局が説明するこ

ととする。 

  ② 報道関係者は、申出により傍聴を認める。人数については、会場の状況により

判断する（記者席を設ける）。 

  ③ 当日のテレビ、カメラの撮影は、審議中は認めない。 

 

５ その他 

  本要領は、平成 13年９月 18日より施行する。 

  本要領は、平成 20年 10月 31日に改正する。 

  本要領は、平成 30年７月４日に改正する。 

  本要領は、令和元年７月２日に改正する。 

  本要領は、令和５年７月４日に改正する 
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別添１ 

秋田地方最低賃金審議会の公開に関する公示 

秋田地方最低賃金審議会一般公示第  号 

令和  年  月  日 

 

秋田地方最低賃金審議会の傍聴について 
 

秋田地方最低賃金審議会   
標記の審議会を下記のとおり開催します。 

傍聴を希望される方は、下記によりお申し込みください。 

 

記 

 

１ 日 時  令和  年  月  日（ ）午前・午後  時  分から 

２ 場 所  秋田合同庁舎 ５階 第 会議室 

３ 議 題 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

４ 傍聴者  若干名 

５ 申込要領 

 （１）傍聴希望者は、傍聴希望の旨を御記載の上、傍聴希望者ごとに、住所、氏名、電話番号、 

ＦＡＸ番号メールアドレス及び所属を御記入の上、ＦＡＸメールにて下記の宛先までお申し込

みください。（締め切り）：令和 年 月 日（曜日）17時必着。 

（２）会場の収容人数に限りがありますので、希望者多数の場合には、抽選とさせていただきます。

抽選の結果、傍聴できない方につきましては、事前に御連絡させていただきます。（傍聴可能

な方については、特段御連絡いたしません。） 

 （３）車椅子で傍聴をご希望される方は、その旨お書き添えください。また、介助の方がいらっし

ゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添えください。 

６（１）傍聴に際しては、10分前までに会場にお越しください。 

また、傍聴に当たっては、別紙「審議会傍聴に当たっての留意事項」を遵守してください。 

 （２）公開することにより、個人の情報の保護に支障を及ぼす恐れがある場合、個人若しくは団体

の権利利益が不当に侵害される恐れがある場合及び率直な意見交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれる恐れがある場合には、会議の一部を非公開にすることがあります。 

    非公開とする場合には、退席いただくことがあります。 

（３）お問い合わせ先   

    秋田地方最低賃金審議会事務局（秋田労働局労働基準部賃金室内） 

     〒010-0951 秋田市山王７丁目１番３号 秋田合同庁舎３階 

  ＦＡＸ018－864－6370 e-mail：chinginshitsu-akitakyoku@mhlw.go.jp 電話 018-883-4266 

@以下エム、エイチ、エル、ダブル～ 
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                                     別  紙 

 

審議会傍聴に当たっての留意事項 

 

 

１ 事務局が指定した場所以外の場所に立ち入ることは出来ません。 

 

２ 携帯電話、スマートフォン等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモー

ドに設定してください。 

 

３ 写真撮影やビデオカメラ・録音機器等の使用はご遠慮ください。 

 

４ 傍聴人は、意見を述べることは出来ません。 

 

５ 審議会委員等の言論に対して発言し、又は拍手することは出来ません。 

また、審議の妨害となるような行為は慎んでください。 

 

６ 傍聴中、飲食等不体裁な行為は慎んでください。 

 

７ 審議会開会中の入退室は、やむを得ない場合を除き慎んでください。 

 

８ はちまき、ゼッケン、腕章等意思決定の中立性を妨げるものの着用はご遠慮くださ

い。 

 

９ 銃刀類その他危険なもの若しくはプラカードその他審議会の進行を妨げる恐れの

あるものを持っている方、酒気を帯びている方又はその他秩序を乱す恐れが認められ

る方の傍聴はお断りします。 

 

10 その他、会長及び事務局職員の指示に従うようお願いします。 

なお、これらの事項をお守りいただけない場合には、退場していただく場合があり

ます。 

 

 

 

                      秋 田 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 
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                                   別添２ 

 

審議会傍聴に当たっての留意事項 

 

 

１ 事務局が指定した場所以外の場所に立ち入ることは出来ません。 

 

２ 携帯電話、スマートフォン等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモー

ドに設定してください。 

 

３ 写真撮影やビデオカメラ・録音機器等の使用はご遠慮ください。 

 

４ 傍聴人は、意見を述べることは出来ません。 

 

５ 審議会委員等の言論に対して発言し、又は拍手することは出来ません。 

また、審議の妨害となるような行為は慎んでください。 

 

６ 傍聴中、飲食等不体裁な行為は慎んでください。 

 

７ 審議会開会中の入退室は、やむを得ない場合を除き慎んでください。 

 

８ はちまき、ゼッケン、腕章等意思決定の中立性を妨げるものの着用はご遠慮くださ

い。 

 

９ 銃刀類その他危険なもの若しくはプラカードその他審議会の進行を妨げる恐れの

あるものを持っている方、酒気を帯びている方又はその他秩序を乱す恐れが認められ

る方の傍聴はお断りします。 

 

10 その他、会長及び事務局職員の指示に従うようお願いします。 

なお、これらの事項をお守りいただけない場合には、退場していただく場合があり

ます。 

 

 

 

                      秋 田 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 
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秋田地方最低賃金審議会運営小委員会  

運 営 要 領 
 

（昭和６２年４月３０日 審議決定） 
 
 
１  秋田地方最低賃金審議会運営規程第３条の規定に基づき、 「秋田地方最
低賃金審議会運営小委員会」 （以下  「運営小委員会」 という。）を設ける。 

 
２  運営小委員会は、 「審議方針」 の決定等審議会の運営に関する事項の審
議を行う。 

 
３  運営小委員会は、公益を代表する委員、労働者を代表する委員及び使用

者を代表する委員各３名をもって構成する。 
各委員は、審議会の議決により会長が指名する。 

 
４  ①公益を代表する委員のうち１名は、委員の互選により運営小委員長となり、

会議を招集する。 
②運営小委員長に事故あるときは、あらかじめ右記①の例により互選された

者が運営小委員長の職務を代理する。 
 
５  運営小委員会において委員が発言する場合には、運営小委員長の許可を

得るものとする。 
 
６  運営小委員会において調査審議した事項については、その結果を速やかに

審議会に報告するものとする。 
 
７  委員が欠席する場合は、その旨を事前に運営小委員長に報告するものとす

る。 
 
８  この要領に定めのないものについては、運営小委員長が必要に応じる小委

員会に諮ったうえ定めるものとする。 
 
 
付  則  
この運営要領は昭和６２年４月３０日から施行する。 
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最低賃金法 

（目的） 
第 1 条 
 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働

条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競

争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 
 
（地域別最低賃金の改正等） 
第 12 条 
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者

の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、

その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。 
 
（会長） 
第 24 条   

最低賃金審議会に会長を置く。 
2 会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。 
3 会長は、会務を総理する。 
4 会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職

務を代理する。 
 
（専門部会等） 
第 25 条 
 最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議さ

せるため、専門部会を置くことができる。 
2 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められた

ときは、専門部会を置かなければならない。 
（3 項、4 項 略） 
5 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議

を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者

の意見を聴くものとする。 
（6 項 略） 
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最低賃金審議会令 

（会議） 
第 5 条   

審議会の会議は、会長が招集する。 
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)
の三分の二以上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあっては労働者を代表する委員

及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会に

あっては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては

使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの、

地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低

賃金審議会にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代

表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三分の一以

上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 
（3 項 略） 
 

（最低賃金専門部会） 
第 6 条 
（1 項～4 項 略） 
5 審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもって審

議会の決議とすることができる。 
（6 項、7 項 略） 
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